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報 告 (1)

(1)医療費適正化事業の取り組み

03年度実績と4年度計画。状況

・継続実施

・継続実施   
イ

・継続実施

・継続実施

・継続実施

・継続実施

・レセプト点検員の研修等による資質向上

・継続実施

・数量ベース普及率 目標80%

継続実施

・効果額200円以上に毎月送付

・保険証,限度額認定証ケースにジェネツシク推奨の印字

・窓あき封筒(保険証・納付書・高額療養費申請書送付用)にジェネリンク推奨の印字

。おくすり相談バングを薬局より配付 64薬局

i偶数月に2か月分の医療費通知を送付

。国保連合会に委託

・レセプト内容点検(会計年度職員 専門職)4人

・内容点検財政効果率 0。 12%うち再審査分 0.08%
(参考:R2年度内容点検財政効果率 県平均0.18%)

・市内124医療機関に対し届出来びレセプト記載を依頼

・市内59整骨院に対し届出及びレセプト記載を依頼

・毎月随時発送する納税通知書にチラシ同封し配布 (約 1,000部 )

・対象レセプトの掘り起こし

・数量ベース普及率 78.3%※ R4.2診療分 (目 標80%県平均78.0%)

・7月 被保険者証送付時に希望カード同封

・差額通知送付時に希望カードを同封

療養費患者調査(柔整。あはき)

差額通知の送付

保険証・限度額認定証ケース配付

広報周知

残薬バング配付

医療費通知の送付

レセプト点検

第二者行為求償事務

希望カードの配付等

⑤療養費点検等

③残薬調整

④医療費通知

①レセプト点検

②ジェネリツク
医薬品の使用促
進
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